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‐経済を力強く支える金融機能の確立に向けて‐
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金 融 庁

○

資料１－１



デジタル化や地方創生など持続可能な社会の構築

国際競争力の強化

銀行の業務範囲規制等の見直し（案）

○ ポストコロナの日本経済の回復・再生、デジタル化や地方創生など持続可能な社会の構築に向けて、銀行規制を抜本的に見直す。

○ 預金者保護の観点から、兄弟会社・子会社を中心に規制を緩和。また、資金調達（預金）が公的なセーフティネットで保護
されている点などにおいて銀行は一般事業会社に対する優位性を有していることを考慮。

⑶ 出資規制（５％・15％ルール）
・ 投資専門会社によるコンサル業務を可能に

・ 事業再生会社・事業承継会社やベンチャービジネス会社の出資可能範囲・期間の拡充
（早期の経営改善・事業再生支援や、中小企業の新事業開拓の幅広い支援を可能に）

・ 非上場の地域活性化事業会社について、事業再生会社などと同様に議決権100％出資を可能に

⑷ 外国子会社・外国兄弟会社（外国金融機関等の買収に係る環境整備）

‐ 買収した外国金融機関の子会社である外国会社について、現地の競争上必要性があれば、現地法令に準拠する限り継続的な保有を認めることを原則に

‐ リース業や貸金業を主として営む外国会社について、迅速な買収を可能に

業務範囲規制

⑵ 銀行本体

・ 銀行業の経営資源を活用して行う範囲において、銀行本体が営むことも可能に
※ 内閣府令において個別列挙
（実施状況などを踏まえ追加）

⑴ 子会社・兄弟会社

自行アプリやITシステムの販売 データ分析・マーケティング・広告 登録型人材派遣

銀行業高度化等会社【収入依存度規制なし】

従属業務会社【収入依存度規制の法令上の厳格な数値基準】

現行 見直し後

銀行業高度化等会社【収入依存度規制なし】

デジタル デジタル 地方創生 持続可能な社会の構築

自行アプリやITシステムの販売 データ分析・マーケティング・広告

登録型人材派遣

印刷・製本 自動車運行・保守点検

幅広いコンサル・マッチング

従属業務会社【法令上の数値基準を削除（必要に応じガイドラインに考え方を示す）】

◆他業認可 ◆他業認可
・ 個別列挙・制限なし（銀行の創意工夫次第で幅広い業務を営むことが可能）

・ 認可を受けることですべての従属業務を収入依存度規制なしに営むことが可能（明確化）

◆通常の子会社・兄弟会社認可

※ 内閣府令において個別列挙（実施状況などを踏まえ追加）
※ 財務健全性・ガバナンスが充分なグループが銀行の兄弟会社において営む場合は個別認可不要（届出制）

フィンテック 地域商社
（在庫保有、製造・加工原則なし）

フィンテック 地域商社
（在庫保有、製造・加工原則なし）

障害者雇用促進法に係る特例子会社 地域と連携した成年後見

登録型人材派遣

自行アプリやITシステムの販売 データ分析・マーケティング・広告

印刷・製本 自動車運行・保守点検

など などの

など など

ATM保守点検

ATM保守点検

実例



■ 預金保険機構の利益剰余金※を活用

※ 金融機能強化勘定（注）。資本参加行からの配当収入の内部留保分

目的

対象
金融機関

財源

監督
・

モニタリング

申請期間

■ 人口減少地域等においてポストコロナの地域経済の回復・再生を支える金融機能を維持する

■ 合併・経営統合その他の抜本的な事業の見直しを行う地銀等※

■ 資金交付を受けようとする地銀等は、資金交付の申請時に経営強化計画を策定・提出

※ 人口減少地域を主たる営業地域とし、特に経営環境の厳しい先

■ ポストコロナの地域経済の回復・再生に資する経営基盤を構築できるか審査し、５年間進捗をモニタリング

■ ５年間（申請期限：2026年３月末）

交付額 ■ 事業の見直しに必要な追加的な初期コスト（システム投資等）の一部

（注）金融機能強化法に基づく資本参加に関する業務を経理する勘定。

資金交付制度の創設（案）


